
川内北中学校自転車通学規則 可愛・亀山小方面の通学路 

 

１ 自宅から下記の２つのルート（①国道３号・②五代住宅前～宮下団地前）のどちらかへ出る一番近い安全な

道を選び，通学路とする。 

２ 左側通行を原則とし，歩道を通ることとする。 

３ 点線の部分は「学校周辺の登下校のルール」どおりとする。 

 

 

 

❷ 

❶ 

※ 踏切注意 

※ 育英方面から、 

この道路は通らない。 

※ Ｒ３歩道は小学生に気

を付け、車道側を通る。 

※ 内側の道路は道幅

が狭く、車の抜け道

なので通らない。 


